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1 章 工事概要 

 

１．工事件名 

 

東京（部）浮桟橋改修工事 

２．施工場所 

 

東京海上保安部船艇基地（東京都江東区青海 2-7-11） 

３．施工概要 

 

浮桟橋の老朽化に伴う舗装、係船柱、通風塔、その他附帯設備の改修を行う。 

４．履行期限 

 

契約の翌日から令和８年 12 月 28 日まで 

５．その他 

 

 

 

工事契約後、下記の管理事務所に着工予定、工程状況等の連絡を行うものとす

る。 

・管理事務所 

東京海上保安部管理課 

（〒135-0064 東京都江東区青海 2-7-11 東京港湾合同庁舎 9 階） 

電話：03-5564-1118 

 

・発注者 

第三管区海上保安本部経理補給部経理課営繕係 

（〒231-8818 神奈川県横浜市中区北仲通 5-57 横浜第二合同庁舎 21 階） 

 電話：045-211-1118（2226） 
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２章 一般共通事項 

 

１．適用範囲 （ａ）本仕様書、関係法令に適合するように施工するものとし、該当事項の

無いものには適用しない。 

（ｂ）本仕様書に記載の無い事項でも、自然付帯する事項は請負金額の範囲

内で実施する。 

 

２．設計図書 設計図書とは、図面及び仕様書（現場説明書及び現場説明に対する質問回答

書を含む）をいう。 

 

３．監督職員 監督職員とは、「支出負担行為担当官」が任命する職員で、工事請負契約書に

規定する監督職員をいう。 

 

４．疑義に対する協

議 

設計図書に明記のない場合又は疑いを生じた場合は、一方的な解釈や変更を

することなく、監督職員と協議し、その指示に従う。 

 

５．現場の納まりな

どの関係による協議 

現場の納まり、取り合いなどの関係で、設計図書によることが困難又は不都

合な場合は、監督職員と協議する。 

なお、軽微な変更等で、請負金額の変更は行わない。 

 

６．諸  届 工事の着手、施工、完成にあたり、関係官公署その他の関係機関への必要な

届出手続等は速やかに実施し、工事工程に支障を及ぼさないように注意する。

また、これに要する費用も負担する。 

 

７．工事実績登録 請負金額が５００万円以上の場合、請負者は、受注時は契約後１０日間に、

登録内容の変更は変更があった日から１０日以内に、完成時は完成後１０日

間以内に工事実績情報サービス（CORINS）に基づき、「工事カルテ」を作成

し、監督職員の確認を受けた後に、（財）日本建設情報総合センターに提出し

なければならない。また、（財）日本建設情報総合センター発行の「工事カル

テ受領書」の写しを監督職員に提出しなければならない。 

 

８．現場代理人及び

主任技術者 

（ａ）現場代理人及び主任技術者とは、工事請負契約書に規定する現場代理

人及び主任技術者をいう。 

（ｂ）建設業法第２６条に定める主任技術者（監理技術者）は、その資格を

証明する資料を監督職員に提出し承諾を受ける。 

 

９．工事現場の 

安全衛生管理 

（ａ）工事現場の安全衛生に関する管理は、現場代理人が責任者となり、関

係法令等に従ってこれを行う。ただし、別に責任者を定める場合は、これに

協力する。 

（ｂ）工事現場においては、常に整理整頓を行い、特に危険箇所の点検を行

うなど、事故の防止に努める。 
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１０．災害及び公害

の防止 

（ａ）工事の施工に伴う災害及び公害の防止は、関係法令に従い適切に処置

するとともに、特に下記の事項を守らなければならない。 

（１）第三者に災害を及ぼしてはならない。 

（２）公害の防止に努める。 

（３）災害又は公害の発生のおそれがある場合の処置については、監督職員

と協議する。 

（４）気象、海上気象の変化に注意し、事故の防止に努める。 

（５）機械器具等の取り扱いに注意し、事故の防止に努める。 

（ｂ）第三者に対して損害を与えた場合は、請負者は適正な補償をしなけれ

ばならない。 

 

１１．臨機の処置 災害又は公害が発生した場合及び発生するおそれのある場合は、速やかに適

切な処置をとり、直ちにその経緯を監督職員に報告する。 

 

１２．養  生 従来部分、施工済み部分、未使用材料などで、汚染又は損傷のおそれのある

ものは、適切な方法で養生及び保護を行う。 

工事中は、各種機器及び既存部分に機能停止等の支障を与えないように十分

な養生及び保護を行う。 

 

１３．工程表 （ａ）着工に先立ち、実施工程表を作成し、監督職員の承諾を受ける。 

（ｂ）実施工程表を変更する必要が生じた場合は、速やかに変更し、監督職

員に提出する。 

 

１４．施工計画書 （ａ）工事着工に先立ち、施工計画書を作成し、監督職員に提出する。ただ

し、施工計画書作成の必要性の少ないものは、監督職員の承諾を受けて、省

略することが出来る。 

（ｂ）施工計画書を変更する必要が生じた場合は、監督職員に速やかに報告

し、業務等に支障がないように適切な措置を講ずる。 

 

１５．施工図、現寸

図見本その他 

施工図、現寸図、見本などは、必要に応じて速やかに提出し、監督職員の承

諾を受ける。ただし、作成の必要性の少ないものは監督員の承諾を受けて省

略することが出来る。 

 

１６．職方への指示 １３．１４．１５．により作成した図書などは、関係する職方に周知徹底さ

せる。 

 

１７．材  料 （ａ）材料は、新品とし、１９．により合格したもの又は、承諾を受けたも

のとする。 

（ｂ）材料の品質が明示されていない場合は、均衡を得た品質のものとする。 

（ｃ）設計図書による「JIS （日本産業規格）の規格品」と指示された材料は、

JIS マ－クの表示のあるもの又は JIS の規格証明書の添付されたものとする。 
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（ｄ）調合を要する材料は、調合表を監督職員に提出して、承諾を受ける。 

 

１８．材料搬入の 

報告 

材料の搬入ごとに、その材料が設計図書に定められた条件に適合することを

確認し、必要に応じ、証明となる資料を添えて、監督職員に ２８．の工事

報告で報告する。ただし、軽易な材料については、監督職員の承諾を受けて、

報告を省略することができる。 

 

１９．材料の検査 （ａ）材料は、種別ごとに監督職員の検査を受ける。ただし、軽易な材料に

ついては、監督職員の承諾を受けて省略することができる。 

（ｂ）合格した材料と同じ種類の材料は、監督職員が特に指示する材料を除

き、以後の使用を承諾されたものとする。 

 

２０．材料検査に伴

う試験 

（ａ）試験は、下記の場合に行う。 

（１）設計図書に定められた場合。 

（２）試験によらなければ、設計図書に定められた条件に適合することが証

明できない場合。 

（ｂ）供試体は、監督職員の承諾を受けて、作製する。 

（ｃ）試験は、公的試験所、その他の試験所、工事現場など適切な場所で行

うものとし、その決定にあたっては、監督職員の承諾を受ける。なお、公的

試験所で行う場合を除き、原則として監督職員の立ち会いを受ける。 

（ｄ）試験が完了したときは、その試験成績書を速やかに監督職員に提出す

る。 

 

２１．施工 施工は、設計図書及び監督職員の承諾を受けた１３．１４．１５．などに従

って行う。 

 

２２．技能士 技能士は、職業能力開発促進法による一級技能士の資格を有し、合格証明書

等を監督職員に提出して、承諾を受けた者とする。ただし、作業の一部が軽

易な場合は、監督職員の承諾を受けて、省略することができる。 

 

２３．施工の検査 監督職員の検査は、下記の場合に行う。ただし、これによることが困難な場

合は、別に指示する。 

（１）設計図書に定められた場合。 

（２）監督職員の指定した工程に達した場合。 

 

２４．施工の立ち 

会い 

監督職員の立ち会いは、下記の場合に行う。 

（１）設計図書に定められた場合。 

（２）監督職員が特に指示する場合。 

 

２５．施工検査に伴

う試験 

（ａ）試験は、下記の場合に行う。 

（１）設計図書に定められた場合。 
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（２）試験によらなければ、設計図書に定められた条件に適合することが証

明できない場合。 

（ｂ）供試体の作製及び試験所等は、２０．による。 

 

２６．他工事との出

合 

他の請負者によって施工される工事との出合となる場合、監督職員の指示に

従い関係請負間において十分協議を行い、相互に円滑な工事の実施に努めな

ければならない。 

 

２７．後片付け 工事完成に際しては、建築物などの内外の後片付け及び清掃を行う。 

 

２８．工事報告 工事の進捗、材料の搬入、搬出、作業員の作業、気象状況等を記載した報告

書を原則として毎週作成し、監督職員に提出する。 

 

２９．工事写真 写真は、工事前・工事中・完成とし、工程ごとに撮影する。 

撮影要領等は、「工事写真の撮り方（営繕工事写真撮影要領・同解説）」によ

る。 

特に工事完成後、地中に埋設される部分や、外部から確認することが出来な

い部分の撮影を忘れないよう十分注意するとともに、被写体の寸法が判明す

るよう、スケール、ポール及び箱尺等を同時に撮影する。 

 

３０．完成図書 工事完成後、次の（１）から（４）の内容をＡ４ファイルに整理し、２部 

（本部１部、管理事務所１部）提出する。 

（１）工事概要 

（２）完成図面(施工図は、Ａ３版縮小版とする。電子データ「JW-CAD」 

含む。) 

（３）試験成績表（材料品質証明及び保証書含む） 

（４）工事写真（施工前、施工中、施工後及び完成写真） 

（５）その他監督職員が指示するもの 

 

３１．竣工検査 

 

 

現場代理人は検査に立ち会う。なお、検査指摘事項については受注者の負担

において、適切な措置を講じなければならない。 

 

３２．支払い 

 

 

支払いは１回払いとし、検査職員による検査合格後、速やかに第三管区海上

保安本部経理補給部⾧あて請求書を提出すること。 

３３．CORINS（工

事実績情報の登録） 

 

 

 

 

受注者は、請負金額が 500 万円以上の場合、契約締結後 10 日以内に、契約内

容の変更は 10 日以内に、工事完成時は完成後 10 日以内に、それぞれ工事実

績情報サービス（CORINS）に基づき、「工事カルテ」を作成し、監督職員の

確認を受けた後、（財）日本建設情報総合センター発行の「工事カルテ受領書」

の写しを監督職員に提出しなければならない。（なお、請負金額 2,500 万円未

満の場合は、変更時及び完成時の登録は除く） 
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第三章 特記仕様 

 

１ 工事概要 

 

 

 

２ 作業準備 

 

 

３ 舗装範囲 

 

 

 

 

４ 通風筒交換 

 

 

５ 係船柱交換 

 

 

６ 係船柱補強 

 

 

 

７ 係船柱腕木天板交換 

 

８ 溶接作業 

 

 

 

 

 

 

 

 

９ 通風筒・係船柱塗装 

 

 

 

10 その他塗装 

 

（1）東京海上保安部の浮桟橋の舗装について、表層部はがれ、ひび割れ等劣化が生

じていることから舗装仕上げの改修を行う。また浮桟橋付属品の改修は図示の

とおりとする。 

 

（1） 施工は 1/4 区画ごとに行う。 

（2） 仮設計画は浮桟橋利用者の安全確保を考慮して、行うこと。 

  

（1） 図示のとおり浮桟橋全体の範囲を下地調整のうえ、エポキシ樹脂モルタルに

より舗装改修を行う。 

（2） 舗装改修に伴い既存シーリング撤去後、新設する。 

（3） 側溝清掃に伴いグレーチング一時撤去し、清掃後復旧する。 

 

（1） 図示のとおり既存スラブ上部既存通風筒を撤去新設する。 

（2） アンカーは既存のままとする。 

 

（1） 図示のとおり係船柱スラブ下部まで全撤去、新設する。 

（2） 既存開口補強筋、鉄筋を切断しないように留意してコンクリート斫りを行う。 

 

（1） 係船柱の腐食部分をケレンのうえ、補強材を取り付ける。 

（2） 使用する補強材、高さは図示のとおりとする。 

（3） 補強材は、容易に外れることがないように強固に溶接する。 

 

（1） 使用する鋼板は、図示のとおりとする。 

 

（1） 現場溶接を行う場合は、溶接部の清掃を行い、溶接後の表面はできるだけ 

平滑に仕上げる。 

（2） 溶接部の余盛りは、最小限に止める。 

（3） 溶接作業中は、漏電、電撃、アークなどによる人身事故及び火災の防止処置

を充分に行う。 

（4） 溶接作業従事者は、JIS Z 3821 の CN-F（溶接技術検定における試験方法 

及び判定基準）による検定に合格したものとする。 

（5） 溶接材料は、規格に適合する銘柄を使用する。 

 

（1） 通風筒係船柱新設箇所はＣ種、係船柱補強箇所はＡ種、ｴﾎﾟｷｼ樹脂+フッ素樹

脂塗装(RC-Ⅲ) とする。（塗装作業は、社団法人 日本道路協会 鋼道路橋塗

装・防食便覧」(平成 17 年 12 月版)に従って行うこと） 

 

（1） ハッチ蓋、ガソリン計算機メーカーの塗替えは RB 種、ｴﾎﾟｷｼ樹脂+フッ素 

樹脂塗装(RC-Ⅲ) とする。（塗装作業は、社団法人 日本道路協会 鋼道路橋
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11 その他 

 

 

 

 

塗装・防食便覧」(平成 17 年 12 月版)に従って行うこと） 

（2） 係留ローラーの塗替えはＡ種、非特定化学物質型ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ樹脂３回塗りとす

る。（塗装作業は、土木工事標準仕様書(令和 6 年 3 月版)に従って行うこと） 

 

（1） 施工に際しては、監督職員と十分に協議し、業務に支障をきたさないよう行

うものとする。 

（2） 振動、塵埃等が発生する場合は養生方法等について事前に監督職員と協議する。 

（3） 別契約の関連工事については、監督職員の指示により、当該工事関係者と協

力し、工事全体の円滑な進捗を図る。 

（4） 改修工事にあたり、支障となる軽量防舷物等の既設附帯設備は、適宜取り外

し、改修完了後、再取り付けを行うこと。 

(5)  浮桟橋はすべての区画に船舶が係留しているため、管理事務所と綿密に調整

し、東京海上保安部の業務及び船舶の運用に支障を与えないよう留意するこ

と。また、工事区画を適切に区切り、東京海上保安部職員の船舶及び浮桟橋

内倉庫への導線確保に努めること。東京海上保安部の業務都合により、工事

の一時中断等を申し入れがあった場合は柔軟に対応すること。 

(6)  発生材の処理 

ａ)  発生材のうち、特記により引渡しを要するものは、指示された場所に整理の

うえ、調書を添えて監督職員に引き渡す。 

ｂ)  発生材のうち、特記により再生資源の利用を図ると指定されたものは、 

分別を行い、所定の再資源化施設等へ搬入を行った後、調書を監督職員に

提出する。 

ｃ) ａ及びｂ以外のものは、すべて構外に搬出し、再生資源の利用促進に関する

法律、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、建設副産物適正処理促進要綱、

その他の関係法令等に従い、適切に処理し、監督職員に報告する。 

なお、特別管理産業廃棄物の有無は、特記による。 

（7）基本方針 

作業にあたっては、人身及び施設等の災害防止に万全を期し、以下に示す基

本方針に従って作業を行う。 

a）労働安全衛生法、海上衝突予防法及び海上交通安全法等の関連法規を遵守する。 

b）人命尊重の精神に基づき、施工方法、設備状況、気象条件などの理由 

の如何に関わらず作業員の生命身体に危険があると判断された場合は 

速やかに作業を中止し改善を施す。 

c）保護具の着用、整理整頓等安全管理の基本事項を徹底すると共に、作 

業員の適性配置健康管理など有効的な安全教育を行う。 

（8）安全衛生管理 

作業実施に際しては、安全管理体制を確立し、安全計画、作業内容を徹底させ

ると共に労働安全法等の諸法規を遵守し、人身及び施設の災害防止ならびに衛

生に努める。 

a）毎日作業開始に先立ち、安全体操、安全ミーティングを行い安全作業の徹底

をはかる。 
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b）作業員は、連絡者を配置し資格を要する作業には有資格者を配置する。 

c）作業員には、安全帽、安全帯等作業に適した衣服や保護具を着用する。 

d）作業前には使用機器類の点検を行い、不備なものは使用を禁止する。 

e）作業場は常に整理整頓に努め、飛来防止・転落事故などの防止に努める。 

f）作業員の健康管理に留意し、不適格者は就業させない。 

 


